
 

 
   
   

 
            

 
 

     
 
 

 
 
 

  
    

  
  

 

 
  

 
 
 



 

 
 

  
 

  

 

    

 
      

 
 

  
 

 
 

 

   
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
  

 

         

 
 

 
 

 
  
 

  
   

     

 
  

 
 

   

 



 

 
 

   

 
 

 
  

  



第
二
十
五
条
第

二
項

開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
若
し
く
は
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
対

し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の

他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ

管
理
者
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
、
若
し
く

は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る

主
務
大
臣
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を

申
し
出

第
二
十
五
条
第

三
項

開
設
者
若
し
く
は
管
理
者

管
理
者

令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
診
療
所
」
を
「
、
診
療
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
診
療
所
」
を
「
、
診
療
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、「
第
二
号
」

の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
五
」
を
加
え
、「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
五

第
二
項
」
に
改
め
、「
第
六
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
並

び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、「
第
六
項
」
の
下
に
「
並

び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
開
設
者
」
を
「
開
設
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ

た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特

別
区
の
区
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
四
第
一
号
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、「
若

し
く
は
助
産
所
に
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
管
理

者
」
及
び
「
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

の
設
置
者
」
を
加
え
、「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
運
営
」

に
改
め
る
。

第
四
条
の
五
の
表
以
外
の
部
分
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
前
条
第
一
号
の
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
必
要

な
報
告
を
命
じ
、
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
必
要
な
報
告
を
す
べ
き
こ

と
を
申
し
出
」
を
加
え
、
同
表
前
条
第
二
号
の
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中

「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
、
若
し
く
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き

こ
と
を
申
し
出
」
を
加
え
る
。

政
令
第
六
十
六
号

医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関

係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
五
の
表
以
外
の
部
分
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
中

「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
同
表
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
項
上
欄
中
「
か
ら

第
三
項
ま
で
」
を
削
り
、
同
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に

対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
若
し

く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
必
要
な
報
告
を
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
」
を
加
え
、

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

別添１



令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
二
百

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
並
び
に
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等

情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
」
を
「
第
八
十
条
第
八
号
、
第
八
十
一

条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
六
号
」
を
「
第
八
十
条
第
十
号
、
第

八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
健
康
増
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
号
中
「
及
び
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、「
助
産
所
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
中
「
診
療
所
及
び
助
産
所
」
を
「
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療

所
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
十
六
号
ハ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
ヘ
中
「
ホ
」
を
「
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
ヘ
ま
で

と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設

（
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四

十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

（
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住

宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、「
助
産
所
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

一

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第

二
号

二

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
九
号

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六

十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
助
産
所
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
い
う
。）
」
を
、「
行
わ

れ
る
も
の
」
の
下
に
「（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
医
療
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
病
院
等
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
、「
も
の
」
の
下
に
「
（
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
助
産
所
」

の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、「
除
く
」
を
「
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
病
院
等
」
の

下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
、「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
中
「
助
産
所
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、「
も
の
を
除
く
」

を
「
も
の
を
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め

る
。

（
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周

辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

一

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百

二
十
四
号
）
第
七
条
第
三
号

二

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
七
条
第
三
号

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十

八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
八
十
条

第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八

十
一
条
第
六
号
」
を
「
第
八
十
条
第
十
号
、
第
八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
百
二
十
条
第
五
号
に
お
い
て
「
支
払
基
金
電
子
診

療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
（
診
療
録
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

第
三
十
九
条
の
二
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す

る
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
百
二
十
一
条
第
二
号
に
お
い
て
「
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報

管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）。

  



（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
一
項
の
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一

項
の
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
及
び
第
二
十
八
条
の
項
の
項
中
「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
、
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
」
を
削
り
、
同
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
二
項
の
項
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
の
項
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項

主
務
大
臣

当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者

で
あ
る
国
立
大
学
法
人

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
五
条
第
一

項
の
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
項

主
務
大
臣

国
立
大
学
法
人

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の
五
の
表
前
条
第
一
号
の
項

及
び
前
条
第
二
号
の
項

主
務
大
臣

国
立
大
学
法
人

令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
連
結
情
報
提
供
、
」
を
、「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
関
係
業
務
」
の

下
に
「
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
、「
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
、」
の
下
に
「
介
護
保

険
法
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、「
、
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」
を
「
及

び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
二
号
中
「
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
」
を
「
連
結
情
報
提
供
、
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理

業
務
」
に
、「
、
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」
を
「
及
び
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、「
並

び
に
」
の
下
に
「
高
齢
者
医
療
課
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定
の
技

術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定

の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
前
条
第
一
号
の
項
及
び
前
条
第
二
号
の
項
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、「
国

立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
一
条
の
五
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
の
五
」
を
加
え
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療

法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

二

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
第
十
八
条
第
二

項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

三

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令

第
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

四

国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
法
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
医

療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
四
条
の
五
並
び
に
」
を
加
え
る
。内

閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

石
原

宏
高

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

  



医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
閲
覧
等
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
閲
覧
等
）

第
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
十
五
条
第
二
項
及娣

び
第
十
九
条
の
五
第
一
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
お
い
て
同
じ
。
）を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
十
五
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
十
九
条
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

一娣

病
院
娣
娣
娣

二娣

診
療
所

娣
娣
娣
娣

三娣

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
十
九
条
の
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

報
（
同
項
に
規
定
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
提
供
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

報
の
送
付
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

   

別添２



（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
十
九
条
の
四

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
診
療
録
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

情
報
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

一娣

紹
介
状
（
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
を
含
む
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣）

二娣

入
院
期
間
中
の
診
療
経
過
の
要
約
（
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
を
含
む
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
）

三娣

次
に
掲
げ
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

イ娣

傷
病
名
に
関
す
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

ロ娣

検
査
に
関
す
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

ハ娣

感
染
症
に
関
す
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

ニ娣

ア
レ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

四娣

医
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
が
患
者
に
対
し
て
行
う
指
導
に
関
す
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

五娣

そ
の
他
必
要
な
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
等
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
九
条
の
五

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

２娣

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

一娣

前
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開
設
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

又
は
管
理
者
が
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
と
し
て
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
て
提
供
し
た

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

二娣

前
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

三娣

前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

四娣

前
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

五娣

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

六娣

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
情
報
の
う
ち
必
要
な
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

３娣

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
医
師
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
師
等
」

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

と
い
う
。
）に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
又
は
医
師
等
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
厚
生

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報
の
送
付
方
法
又
は
表
示
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

４娣

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
等
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
又
は
医
師
等
に
よ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

一娣

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

二娣

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

三娣

前
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開
設
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

又
は
管
理
者
が
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
と
し
て
支
払

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

四娣

前
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報    



五娣

前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報
（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

六娣

前
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報
（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

七娣

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
情
報
の
う
ち
必
要
な
情
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
十
九
条
の
六

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

（
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
九
条
の
七

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
当
該
患
者
に
医
療
を
提
供
す
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

（
法
第
十
二
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
九
条
の
八

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
十
二
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
十
第
二
項
に
基
づ
き
、
同

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
支
払
基
金
又
は
連
合
会
が
電
子
診
療

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

録
等
情
報
を
提
供
す
る
場
合
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

（
再
編
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
再
編
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
条

法
第
十
三
条
第
一
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
規
定
に
よ
り
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
規
定
に
よ
り
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

法
第
十
三
条
第
二
項
各
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
掲
げ
る
事
項
が
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場

に
お
け
る
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

四

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
掲
げ
る
事
項
が
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る

協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
書
類
の
ほ
か
、
再
編
計
画
が
法
第
十
三
条
の
二
各
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
掲
げ
る
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
書
類
の
ほ
か
、
再
編
計
画
が
法
第
十
二
条
の
三
各
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
掲
げ
る
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
編
計
画
の
記
載
事
項
）

（
再
編
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
四
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
四
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
再
編
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

（
再
編
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
二
条

法
第
十
三
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条

法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
三
条
第
一
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
認
定
を
受
け
た
再
編
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い

と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
変
更

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
認
定
を
受
け
た
再
編
計
画
の
実
施
に
支

障
が
な
い
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
特
別
会
計
）

（
特
別
会
計
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
、娣

支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
係
る
特
別
の
会
計
は
、
医

療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
と
す
る
。

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
及娣

び娣
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
に
係
る
特
別
の
会
計
は
、
医
療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
二
十
五
条
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
三
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
公
益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

央
会
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報   



（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
六
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
（
第
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

条
の
五
第
三
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
三
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

条
の
七
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
四
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

条
の
七
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
三
条
の
六
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第
十
三
条
の
八

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

第
二
十
六
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
の
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
第
十
二
条
の
六
第
三
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の
四
（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
及

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

び
第
十
二
条
の
八
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の
五
（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
及

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

び
第
十
二
条
の
八
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

二
条
の
七
、
第
十
二
条
の
八
第
一
項
、
第
十
二
条
の
九

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
（
法
第
十
八

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第

一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者娣
）

（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
娣
娣
娣
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者娣
は
、
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

第
二
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
娣
娣
娣

は
、
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
十
一
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
十
一
章

（
略
）

第
十
一
章
の
二

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
医
薬
品
の
研
究
開
発
（
第
三
十
一

条
の
四
十
一
慺
第
三
十
一
条
の
五
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

第
十
一
章
の
二

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
医
薬
品
の
研
究
開
発
（
第
三
十
一

条
の
四
十
一
慺
第
三
十
一
条
の
五
十
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
）

第
十
二
章

（
略
）

第
十
二
章

（
略
）

附
則

附
則

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
等
の
提
供
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
三
十
一
条
の
五
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
第
五
十
六
条
の
五
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
電
子
診
療
録

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

等
情
報
等
の
提
供
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報
の
送
付
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報    



令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診

療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

（
経
理
原
則
）

第
一
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
（
以
下
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）に
係
る
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
財
産
の
増
減
及
び
異
動
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
そ
の
発
生
の
事
実
に
基
づ
い
て
処
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勘
定
区
分
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
の
う
ち
、
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
支
払
基

金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
経
理
に
お
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表
勘
定
に
お
い
て
は
資
産
、
負
債
及
び
資
本
を
計
算
し
、
損
益
勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
。

（
予
算
の
内
容
）

第
三
条

前
条
の
経
理
の
予
算
は
、
予
算
総
則
及
び
収
入
支
出
予
算
と
す
る
。

   

別添３



令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

（
予
算
総
則
）

第
四
条

予
算
総
則
に
は
、
収
入
支
出
予
算
に
関
す
る
総
括
的
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
指
定

二

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
指
定

三

そ
の
他
予
算
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
予
算
の
添
付
書
類
）

第
五
条

支
払
基
金
は
、
法
第
二
十
七
条
前
段
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
し
、
予
算
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表
及
び
予
定
損
益
計
算
書

二

当
該
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表
及
び
予
定
損
益
計
算
書

三

そ
の
他
当
該
予
算
の
参
考
と
な
る
書
類

２

支
払
基
金
は
、
法
第
二
十
七
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
し
、
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
変
更
が
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
費
）

第
六
条

支
払
基
金
は
、
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
る
支
出
予
算
の
不
足
を
補
う
た
め
、
収
入
支
出
予
算
に
予
備
費
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
払
基
金
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
予
備
費
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

支
払
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
の
理
由
、
金
額
及
び
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
流
用
）

第
七
条

支
払
基
金
は
、
支
出
予
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
予
算
に
定
め
る
目
的
の
ほ
か
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
予
算
の
実
施
上
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
き
は
、
支
出
予
算
に
定
め
た
各
項
の
間
に
お
い
て
理
事
会
の
議
決
を
経

て
、
相
互
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
払
基
金
は
、
予
算
総
則
で
指
定
す
る
経
費
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
経
費
の
間
又
は
他
の
経
費
と
の
間
に
相
互
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

支
払
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
流
用
の
理
由
、
金
額
及
び
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
繰
越
し
）

第
八
条

支
払
基
金
は
、
予
算
の
実
施
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
支
出
予
算
の
経
費
の
金
額
の
う
ち
当
該
事
業
年
度
内
に
支
出
決
定
を
終
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
を
翌
事
業
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
予
算
総
則

で
指
定
す
る
経
費
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
末
ま
で
に
、
事
項
ご
と
に
繰
越
し
を
必
要
と
す
る
理
由
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

支
払
基
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
越
し
を
し
た
と
き
は
、
翌
事
業
年
度
の
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
繰
越
計
算
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
繰
越
計
算
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

繰
越
し
に
係
る
経
費
の
支
出
予
算
現
額

二

前
号
の
経
費
の
支
出
予
算
現
額
の
う
ち
支
出
決
定
済
額

三

第
一
号
の
経
費
の
支
出
予
算
現
額
の
う
ち
翌
事
業
年
度
へ
の
繰
越
額

四

第
一
号
の
経
費
の
支
出
予
算
現
額
の
う
ち
不
用
額

（
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
）

第
九
条

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
四
条
第
三
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
項

二

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
資
金
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
金
の
調
達
方
法

二

資
金
の
使
途

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

３

支
払
基
金
は
、
法
第
二
十
七
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
又
は
資
金
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し

た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
支
出
等
の
報
告
）

第
十
条

支
払
基
金
は
、
毎
月
、
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
は
そ
の
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
に
よ
り
、
翌
月
末
日
ま
で
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

   



令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

（
事
業
報
告
書
）

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
事
業
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
内
容
、
職
員
の
定
数
及
び
そ
の
前
事
業
年
度
末
と
の
比
較
、
沿
革
、
支
払
基
金
の
設
立
の
根
拠
と
な
る
法
律
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
で
あ
る
旨
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
を
行
う
根
拠
と
な
る
法
律
が
法
で
あ
る
旨
並
び
に
主
管
省
庁
が
厚
生
労
働
省
で
あ
る
旨

二

役
員
の
定
数
並
び
に
各
役
員
の
氏
名
、
役
職
、
任
期
及
び
経
歴

三

そ
の
事
業
年
度
及
び
過
去
三
事
業
年
度
以
上
の
事
業
の
実
施
状
況
（
第
九
条
第
一
項
の
事
業
計
画
及
び
同
条
第
二
項
の
資
金
計
画
の
実
施
の
結
果
を
含
み
、
国
か
ら
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
そ
の
名
称
、
受
入
れ
に
係

る
目
的
及
び
金
額
を
含
む
。
）

四

支
払
基
金
が
対
処
す
べ
き
課
題
（
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（
決
算
報
告
書
）

第
十
二
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
決
算
報
告
書
は
、
収
入
支
出
決
算
書
と
す
る
。

２

前
項
の
決
算
報
告
書
に
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
予
算
総
則
に
規
定
し
た
事
項
に
係
る
予
算
の
実
施
の
結
果
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
支
出
決
算
書
）

第
十
三
条

前
条
第
一
項
の
収
入
支
出
決
算
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
収
入
に
関
す
る
事
項

イ

収
入
予
算
額

ロ

収
入
決
定
済
額

ハ

収
入
予
算
額
と
収
入
決
定
済
額
と
の
差
額

二

次
に
掲
げ
る
支
出
に
関
す
る
事
項

イ

支
出
予
算
額

ロ

前
事
業
年
度
か
ら
の
繰
越
額

ハ

予
備
費
の
使
用
の
金
額
及
び
そ
の
理
由

ニ

流
用
の
金
額
及
び
そ
の
理
由

ホ

支
出
予
算
現
額

ヘ

支
出
決
定
済
額

ト

翌
事
業
年
度
へ
の
繰
越
額

チ

不
用
額

（
附
属
明
細
書
）

第
十
四
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
附
属
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
主
な
資
産
及
び
負
債
の
明
細

イ

引
当
金
及
び
準
備
金
の
明
細
（
引
当
金
及
び
準
備
金
の
種
類
ご
と
の
事
業
年
度
当
初
及
び
事
業
年
度
末
に
お
け
る
状
況
を
含
む
。
）

ロ

固
定
資
産
の
取
得
及
び
処
分
並
び
に
減
価
償
却
費
の
明
細

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
現
金
及
び
預
金
、
受
取
手
形
、
売
掛
金
、
支
払
手
形
、
買
掛
金
、
未
決
算
勘
定
そ
の
他
の
主
な
資
産
及
び
負
債
の
明
細

二

次
に
掲
げ
る
主
な
費
用
及
び
収
益
の
明
細

イ

国
か
ら
の
補
助
金
等
の
明
細
（
当
該
事
業
年
度
に
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
補
助
金
等
の
名
称
、
当
該
補
助
金
等
に
係
る
国
の
会
計
区
分
並
び
に
当
該
補
助
金
等
と
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
関
連
科
目
と
の

関
係
を
含
む
。
）

ロ

役
員
及
び
職
員
の
給
与
費
の
明
細

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
の
特
性
を
踏
ま
え
重
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
及
び
収
益
の
明
細

（
閲
覧
期
間
）

第
十
五
条

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
（
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
す
る
財
務
諸
表
及
び
附
属
明
細
書
並
び
に
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
及
び
監
事
の
意
見
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

五
年
間
と
す
る
。

（
会
計
規
程
）

第
十
六
条

支
払
基
金
は
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し
、
法
及
び
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
前
項
の
会
計
規
程
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

３

支
払
基
金
は
、
第
一
項
の
会
計
規
程
を
制
定
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
、
遅
滞
な
く
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

   



令和  年  月   日 金曜日 (号外第   号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
一
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
業

務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
二
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
行
う
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
を
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

   

別添４


